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船橋市空家等対策計画（令和３年度～令和１２年度）中間見直し（案） 

主要な修正箇所に係る新旧対照表 

中間見直し後 中間見直し前 

第1章 計画の目的と位置づけ 第1章 計画の目的と位置づけ 

１ 計画の目的 １ 計画の目的 

全国的には人口減少の局面を迎えており

ますが、本市の人口は、令和２（２０２０）

年３月に６４万人を超え、令和７（２０２５）

年４月には６５万人に到達しました。現在も

緩やかに増加を続けており、中核市の中では

最も多い人口を擁する都市へと発展してい

ます。 

市民の定住志向は非常に高く、本市の都市

としての地理的優位性や、豊かな自然環境、

充実した医療体制の構築など、多くの方々に

選ばれる都市へと成長しています。 

一方で、少子高齢化による人口減少社会へ

の移行や社会情勢の変化、核家族の増加によ

る家族形態の変化に伴い、全国的に空家等が

年々増加しています。 

本市においても、空家等の増加が顕在化し

つつあり、その中でも、適切な管理が行われ

ていない空家等は、安全性の低下、公衆衛生

の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題を

生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響

を及ぼしかねません。 

このような状況から、空家等に関する施策

を総合的かつ計画的に推進し、これをもって

公共の福祉の増進と地域の振興に寄与する

ことを目的として、平成２７（２０１５）年

５月に「空家等対策の推進に関する特別措置

法」（平成２６年法律第１２７号。以下「空

家法」といいます。）が全面施行されました。 

本市では、これを受けて、空家法第７条の

規定に基づき、平成２９（２０１７）年６月

に「船橋市空家等対策計画（平成２９年度～

令和２年度）」を策定し、空家等に関する施

策を総合的かつ計画的に実施してきました。 

また、計画期間の終了に伴い、これまでの

全国的には人口減少の局面を迎えており

ますが、船橋市の人口は、令和２（２０２０）

年３月に６４万人を超え、現在も緩やかに増

加を続けており、中核市の中では最も多い人

口を擁する都市へと発展しています。 

 

 

市民の定住志向は非常に高く、本市の都市

としての地理的優位性や、豊かな自然環境、

充実した医療体制の構築など、多くの方々に

選ばれる都市へと成長しています。 

一方で、少子高齢化による人口減少社会へ

の移行や社会情勢の変化、核家族の増加によ

る家族形態の変化に伴い、全国的に空家等が

年々増加しています。 

本市においても、空家等の増加が顕在化し

つつあり、その中でも、適切な管理が行われ

ていない空家等は、安全性の低下、公衆衛生

の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題を

生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響

を及ぼしかねません。 

このような状況から、空家等に関する施策

を総合的かつ計画的に推進し、これをもって

公共の福祉の増進と地域の振興に寄与する

ことを目的として、平成２７（２０１５）年

５月に「空家等対策の推進に関する特別措置

法」（平成２６年法律第１２７号。以下「空

家法」といいます。）が全面施行されました。 

本市では、これを受けて、空家法第６条の

規定に基づき、平成２９（２０１７）年６月

に「船橋市空家等対策計画」を策定し、空家

等に関する施策を総合的かつ計画的に実施

してきました。 

このたび、「船橋市空家等対策計画」の計
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取組を検証し、本市における課題を見直すと

ともに、社会情勢の変化等に対応した施策を

着実に推進していくため、新たな「船橋市空

家等対策計画（令和３年度～令和１２年度）」

（以下「本計画」といいます。）を策定しま

した。 

本計画は、５年を目安に、各種施策の実施

による効果や社会情勢の変化等に応じて、必

要な見直しを図るものとしています。令和５

（２０２３）年１２月には「空家等対策の推

進に関する特別措置法の一部を改正する法

律」（令和５年法律第５０号）が施行され、

空家等対策の強化が図られました。本計画

は、これらを踏まえ、空家等対策を効果的に

実施していくために必要な見直しを行い、令

和８（２０２６）年４月に本計画の中間見直

しを行いました。 

画期間が終了することから、これまでの取組

を検証し、本市における課題を見直すととも

に、社会情勢の変化等に対応した施策を着実

に推進していくため、新たな「船橋市空家等

対策計画」を策定します。 

 

２～７ （略） ２～７ （略） 

第2章 本市の現状と課題 第2章 本市の現状と課題 

１ （略） １ （略） 

２ 住宅・土地統計調査から見た空き家の

状況 

２ 住宅・土地統計調査から見た空き家の

状況 

(1)（略） (1)（略） 

(2) 全国 (2) 全国（平成３０年住宅・土地統計調査） 

 ア 平成３０年住宅・土地統計調査 

平成３０年住宅・土地統計調査の結果によ

ると、空き家数は８４９万戸となり、５年前

に比べて２９万戸（３．５％）増加していま

す。また、空き家率（総住宅数に占める割合）

についても、１３．６％と増加傾向となって

います。 

空き家の内訳については、「賃貸用の住

宅」が４３１万戸（５０．９％）と全体の約

半分を占めており、「二次的住宅」が約３８

万戸（４．５％）、「売却用の住宅」が２９

万戸（３．５％）、「その他の住宅」（長期

不在、取壊し予定などの住宅）が３４７万戸

と全体の４１．１％となっています。 

 

 

 

平成３０年住宅・土地統計調査の結果によ

ると、空き家数は８４９万戸となり、５年前

に比べて２９万戸（３．５％）増加していま

す。また、空き家率（総住宅数に占める割合）

についても、１３．６％と増加傾向となって

います。 

空き家の内訳については、「賃貸用の住

宅」が４３１万戸（５０．９％）と全体の約

半分を占めており、「二次的住宅」が約３８

万戸（４．５％）、「売却用の住宅」が２９

万戸（３．５％）、「その他の住宅」（長期

不在、取壊し予定などの住宅）が３４７万戸

と全体の４１．１％となっています。 
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イ 令和５年住宅・土地統計調査 

令和５年住宅・土地統計調査の結果による

と、空き家数は９００万戸となり、５年前に

比べて５１万戸（６．０％）増加しています。

また、空き家率（総住宅数に占める割合）に

ついても、１３．８％と増加傾向となってい

ます。 

空き家の内訳については、「賃貸用の空き

家」が４４４万戸（４９．３％）と全体の約

半分を占めており、「賃貸・売却用及び二次

的住宅を除く空き家」（長期不在、取壊し予

定などの住宅）が約３８６万戸（４２．８％）、

「売却用の空き家」が３３万戸（３．６％）、

「二次的住宅」が３８万戸と全体の４．３％

となっています。 

(3) 本市 (3) 本市（平成２５・３０年住宅・土地統

計調査） 

平成２５年調査では３０，６５０戸であっ

た空き家が、平成３０年調査では３２，１２

０戸、令和５年調査では３３，７００戸とな

り増加傾向となっています。また、空き家率

は、平成３０年調査では１０．４％と前回の

平成２５年調査と比較すると、０．１％増加

していますが、令和５年調査では１０．３％

となっています。 

なお、全国や千葉県と比較すると、本市の

割合は、いずれも低い値となっており、平成

３０年調査と令和５年調査を比較すると、空

き家のうち賃貸・売却用及び二次的住宅を除

く空き家（平成３０年調査ではその他の住

宅）の割合は減少し、賃貸用の空き家及び売

却用の空き家の割合は増加しています。 

本市の空き家率が全国や千葉県より低い

要因としては、鉄道駅を中心として市街化が

図られており、身近な地域に医療、商業、公

共施設などの都市機能が適正に配置される

など、生活利便性の高い都市構造を有してい

ることなどが考えられます。 

ＪＲ沿線の西部・南部地域では転入超過が

続く一方で、東部・中部・北部地域では高齢

平成２５年調査では３０，６５０戸であっ

た空き家が、平成３０年調査では３２，１２

０戸となり増加傾向となっています。また、

空き家率は、平成３０年調査では１０．４％

と前回の平成２５年調査と比較すると、０．

１％増加しています。 

 

 

なお、全国や千葉県と比較すると、本市の

割合は、いずれも低い値となっていますが、

空き家のうち賃貸用の住宅の割合は減少し

ている一方で、その他の住宅の割合は、１

５％増加しています。また、近隣５市の状況

を比較すると、空き家率は、最も低い値とな

っています。 

本市の空き家率の低い要因としては、鉄道

駅を中心として市街化が図られており、身近

な地域に医療、商業、公共施設などの都市機

能が適正に配置されるなど、生活利便性の高

い都市構造を有していることなどが考えら

れます。 

ＪＲ沿線の西部・南部地域では転入超過が

続く一方で、東部・中部・北部地域では高齢
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化が進み、一部では人口が減少するなど、人

口動態に地域差が見られ、地区コミュニティ

別空家等分布図を見ると、空家等の数にも地

域差が確認できることから、今後人口減少や

高齢化が進行する地域では、空き家数が増加

することが見込まれます。 

また、家計を主に支える者の年齢層別に住

宅所有状況を見ると、６５歳以上の持ち家数

が７４，１２０戸（全体に占める割合：８２．

２％）と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２－６ 全国、千葉県及び船橋市の総住宅数に

占める空き家数 平成３０（２０１８）年    

（戸） 

地

域 

総住宅数 空き家 空き家

率 

全

国 

62,407,400 8,488,600 13.6% 

千

葉

県 

3,029,800 382,500 12.6% 

船

橋

市 

310,190 32,120 10.4% 

化が進み、一部では人口が減少するなど、人

口動態に地域差が見られることから、今後人

口減少や高齢化が進行する地域では、空き家

数が増加することが見込まれます。 

 

 

また、年齢層別に住宅所有状況を見ると、

６５歳以上の持ち家数が７８，０６０戸（全

体に占める割合：８４．５％）と最も多くな

っています。 

図表２－３ 全国、千葉県及び船橋市の総住宅数に

占める空き家数 平成２５（２０１３）年    

（戸） 

地

域 

総住宅数 空き家 空き家

率 

全

国 

60,628,600 8,195,600 13.5% 

千

葉

県 

2,896,200 367,200 12.7% 

船

橋

市 

297,890 30,650 10.3% 

資料：平成２５年住宅・土地統計調査結果（総務省 

統計局） 

図表２－４ 全国、千葉県及び船橋市の総住宅数に

占める空き家数 平成３０（２０１８）年    

（戸） 

地

域 

総住宅数 空き家 空き家

率 

全

国 

62,407,400 8,488,600 13.6% 

千

葉

県 

3,029,800 382,500 12.6% 

船

橋

市 

310,190 32,120 10.4% 
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資料：平成３０年住宅・土地統計調査結果（総務省 

統計局） 

 

図表２－７ 全国、千葉県及び船橋市の総住宅数に

占める空き家数 令和５（２０２３）年    （戸） 

地

域 

総住宅数 空き家 空き家

率 

全

国 

65,046,700 9,001,600 13.8% 

千

葉

県 

3,191,100 394,100 12.3% 

船

橋

市 

328,510 33,700 10.3％ 

資料：令和５年住宅・土地統計調査結果（総務省 統

計局） 

資料：平成３０年住宅・土地統計調査結果（総務省 

統計局） 

 

図表２－８ 地区コミュニティ別空家等分布図（令

和７（２０２５）年１０月１日現在） 縮小版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図表２－８の拡大版と詳細は２５ページに記載。 

 

 

 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

５ 市内の空家等の分布について  

本計画の策定にあたり、令和２（２０２

０）年度に実施した実態調査の結果を元に、

地区コミュニティ別の空家等の数を集計し
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ました。その後、新たな空家等や、利活用

や除却等により解消された空家等を把握

し、データベースを更新してきました。 

なお、空家等の状況把握に努めておりま

すが、既に解消されている空家等のうち、

把握しきれないものがデータベースに含ま

れている可能性もあることから、空家等の

数を正確に示すものではありませんが、以

下にデータベースに基づく令和７（２０２

５）年１０月１日現在の地区コミュニティ

別空家等分布図を示します。 

 

図表５－１ 地区コミュニティ別空家等分

布図（令和７（２０２５）年１０月１日現

在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

６ （略） ５ （略） 

７ 計画の見直しの背景  

本計画は、空家法の改正や取組の振り返

りなど、様々な背景から取組の修正や強化

を図るため、見直しを行いました。 

 

（１） 本計画の取組の振り返り  

本計画は、基本方針ごとの具体的な取組を

実施してきましたが、空家等対策の状況に合

わせ、取組の見直しが必要です。 

また、これまでの取組状況は、毎年度、船

橋市空家等対策協議会へ報告し意見聴取を

行ってきたところですが、「十分な効果、一

定の効果」などといった評価基準がわかりに

くい、取組によっては評価を行うことが難し

いなどの課題が浮かび上がりました。 

これらの課題を踏まえ、より効果的な検証

及び評価を行うため、評価方法等の見直しが
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必要です。 

（２） 空家等対策の推進に関する特別措置

法の一部改正 

 

令和５（２０２３）年１２月に施行された

改正空家法は、使用目的のない空家が過去２

０年で約１．９倍に増加し、今後さらに増加

する見込みであること、また、現行法は周囲

に著しい悪影響を及ぼす特定空家等への対

応が中心となっていることから、特定空家等

になってからの対応は限界があることを改

正の背景としています。 

このような背景から、改正空家法は、新た

な制度の創設や、空家等対策の方向性が示さ

れました。 

 

新たな空家等対策の方向性  

改正空家法では、「空家等の悪化の防止」、

「空家等の活用拡大」、「特定空家等の除却

等」の３本柱で対策を強化する方向が示され

ました。この方向性を踏まえ、本計画に反映

します。 

 

新たな制度１．空家等活用促進区域  

空家等活用促進区域とは、市が空家の活用

指針を明示して区域を設定し、建築基準法や

都市計画法などの許認可等を合理化・円滑化

する制度です。 

国土交通省のガイドラインによると、対象

となる中心市街地など、他の法律に基づき認

定できる区域のうち、空家等の活用により、

地域の商店街の商業活動や、地域住民の集団

及び組織による福祉活動や地域コミュニテ

ィの維持活動などの促進が求められている

区域を設定することで、中心市街地の活性

化、移住・定住や観光振興などの目的をもっ

て活用することが重要であると示されてい

ます。 

 

新たな制度２．空家等管理活用支援法人  

空家等管理活用支援法人とは、NPO法人

や社団法人等を市が指定し、空家等に関する

業務を依頼する制度です。 

依頼する業務例として、所有者や活用希望
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者への相談、情報提供、所有者からの委託に

基づく空家等の活用や管理などです。指定さ

れた法人は、市に対し、所有者等に関する情

報提供の請求、空家等対策計画の作成や変更

の提案、財産管理制度の利用提案などができ

るようになります。 

新たな制度３．管理不全空家等  

管理不全空家等とは、適切な管理が行われ

ていないことにより、そのまま放置すれば特

定空家等に該当することとなるおそれのあ

る空家等の所有者等に対し、未然に防止する

ために必要な措置を取るよう、指導や勧告を

行うことができるよう認定する制度です。 

管理不全空家等は、特定空家等と同様に勧

告を実施することにより、固定資産税及び都

市計画税における住宅用地の特例措置から

除外されます。 

 

（３） 令和５年住宅・土地統計調査の結果  

令和５（２０２３）年の調査結果において

も、平成３０（２０１８）年の調査結果と同

様に、全国の空き家数及び空き家率は増加し

ています。なお、千葉県及び本市においては、

空き家率は微減していますが、空き家数は増

加していることから、空家等対策の基本方針

等の考え方を継続し、取組を進めていく必要

があります。 

 

（４） 他市の空家等対策計画との比較  

人口規模や都市の地域性などが近い近隣

他市は、空家等対策における課題や取組につ

いて共通する部分が多いと考えられること

から、空家等対策計画を比較すると、市内の

空家等の分布を示し、空家等の現状分析や取

組への活用等を行っています。本市も空家等

のデータベースを分析し、活用していく必要

があります。 

 

（５） 令和６年度包括外部監査の結果・市

議会での要望 

 

地方自治法に基づき、外部の専門的な知識

を有する者の監査を受ける包括外部監査に

ついて、空家等対策に係る事務が令和６（２
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０２４）年度の監査対象となり、公認会計士

による監査が行われました。 

この監査の結果、特定空家等の認定や措置

等の事務において、遅延や対応不足が見ら

れ、人員不足等がその原因のひとつであると

の指摘や意見が報告されました。 

また、市議会からも、計画の見直しと併せ

てさらなる組織体制の強化を図っていくこ

とが求められています 

第3章 空家等対策に係る基本的な方針等 第3章 空家等対策に係る基本的な方針等 

１ （略） １ （略） 

 ２ 計画の目標 

 適切な管理がされていない空家等がもた

らす問題は、防災、環境衛生、景観など、

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす

おそれがあります。 

これまでの本市の空家等対策において

は、空家等の問題を、単に、「住宅・建物」

の問題とするのではなく、「人の問題」と

して捉え、地域の住民の方々から空家等の

情報をいただき、所有者等に対して専門家

団体を紹介するなど、人と人をつなぐこと

で空家等の対策を進めてきたところです。 

本計画においても、「空家化の予防」、

「空家等の適正管理の促進」、「空家等の

利活用の促進」の３つの基本方針により、

引き続き、「人と人をつなぐこと」で、「ほ

っとかれる空家等をつくらない」まちの実

現を目標に、市民一人ひとりが安全に安心

して生活できるよう空家等対策を進めてま

いります。 

２ 基本的な方針 ３ 基本的な方針 

 

 

 

空家になる前の段階における管理されな

い空家等の発生抑制、空家となってしまった

ときの適正管理の促進、空家等の利活用の促

進の３つの視点から基本的な方針を定めま

す。 

空家等に対する本市の課題や基本的な考

え方及び計画目標、空家に至るまでの経緯や

状態等が多岐にわたることから、 

空家になる前の段階における管理されな

い空家等の発生抑制、空家となってしまった

ときの適正管理の促進、空家等の利活用の促

進の３つを基本的な方針として定めます。 

なお、すでに多数の空家等が存在し、管理
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令和８（２０２６）年４月の見直しにおい

て、本市の３つの基本方針の方向性は、改正

空家法において示された空家等対策の３本

柱と一致していると考え、基本方針の考え方

は継続しつつ、「空家化の予防・空家の活用

拡大」、「空家の管理の確保」、「特定空家

の除却等」に改め、具体的な取組を進めてい

きます。 

不全の空家等に対する相談も多数寄せられ

ている本市の現状を鑑み、当面の間は、基本

方針１に係る啓発活動の取組と基本方針２

の取組を優先するものとします。 

基本方針１．空家化の予防・空家の活用拡大 基本方針１．空家化の予防 

空家等は、高齢化等の影響から今後も増加

していく傾向にあります。空家となったと

き、管理されずに放置される空家等にさせな

いために、居住中からその後の建物等の管理

や活用について、その所有者等が備えておく

必要があります。 

新たな空家等の発生を予防・抑制すること

に加え、改正空家法で創設された制度の活用

を検討すること、空家等が市場へ流通するよ

う促すことなど、空家の活用拡大を図るため

の取組を進めます。 

空家等は、高齢化等の影響から今後も増加

していく傾向にあります。空家となったと

き、管理されずに放置される空家等にさせな

いために、居住中からその後の建物等の管理

や活用について、その所有者等が備えておく

必要があります。 

新たな空家の発生を予防・抑制するため

に、家屋の所有者等及び地域に対して、空家

の発生が起因となる問題や、周辺環境への影

響、所有者等の負担等について周知します。 

また、放置される空家となることを予防す

るために、所有者やその家族に対して、現在

の住まいを良質な住宅ストックとして、次世

代へ円滑に引き継ぐことの意義や重要性を

周知します。 

高齢者等世帯に対する空家等の適正管理

に係る啓発や相談窓口の体制強化を進める

とともに、将来住まいが空家になった場合の

管理や利活用等について考えていただける

よう、意識の醸成や理解促進を図ります。 

また、住宅の改造資金の助成や貸付等を行

うなど、高齢者が長く住み続けられる環境を

整えて、高齢者の転居・転出による空家増加

を防いでいくことを目指します。 

住宅の所有者や管理者を対象に、積極的な

意識啓発、各種情報提供を行うとともに、相

続対策や資産の有効活用に関する相談体制

の整備を図るなど、新たな空家が発生するこ

とを抑制します。 
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基本方針２．空家の管理の確保 基本方針２．空家等の適正管理の促進 

空家等は、所有者等の財産であることはも

ちろん、地域においても有効な資産です。し

かし、適切な管理が行われていない空家等と

なってしまうと、物件の市場性が低下し、不

動産としての有効活用の機会を逸してしま

うことも考えられ、このような状態が継続す

ると、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家

等に至ってしまうおそれがあります。 

本市が把握した適切な管理が行われてい

ない空家等について、所有者等自らの責任に

おいて管理を行うよう求めること、適切な管

理に向けた意識啓発や情報提供を行うこと、

管理上の悩みを相談できるような体制を整

備することや、特定空家化を未然に防止する

ことなど、空家の管理の確保を図るための取

組を進めます。 

市民からの通報窓口や所有者等が管理上

の悩みを相談できるような体制を整備する

とともに、所有者等に対して空家等の適切な

管理に向けた意識啓発や情報提供を行うこ

とで、管理不全の空家等の解消及び未然防止

に努めます。 

空家等が周辺地域にもたらす諸問題やそ

れに対応する市の取組や専門家団体などの

活動について、市のホームページや広報紙な

どを通じて、市民の意識向上を図ることで、

空家等の適正管理の促進に努めます。 

町会・自治会等や関係部署と連携し、管理

不全の空家等の早期発見に努めます。また、

地域による空家等対策の取組を研究し、空家

等への対応の支援に努めます。 

市が把握した管理不全の空家等について

は、その所有者等に修繕や立木等の伐採とい

った周辺の生活環境の保全に必要な対応に

ついて、所有者等自らの責任において実施す

ることを求める等、解決が図られるよう努め

ます。また、他の法令、条例等での措置によ

り是正が可能な場合には、関係部署と連携し

ながら対策を行います。 

特定空家等による危険を緊急に回避する

必要がある場合には、適切な措置を講じま

す。 

基本方針３．特定空家の除却等 基本方針３．空家等の利活用の促進 

空家等が適切な管理が行われない状態が

続くと、そのまま放置すれば倒壊等著しく保

安上危険となる等のおそれのある特定空家

等となり、周囲に大きな悪影響を及ぼすおそ

れがあります。 

特定空家等に至ってしまった空家等につ

いて、適切な対応が行われるよう、所有者等

に指導等を行うことや、特定空家等による危

険を緊急に回避する必要がある場合には、適

切な措置を講じることなど、特定空家の除却

等を図るための取組を進めます。 

空家等は、所有者等の財産であることはも

ちろん、地域においても有効な資産です。し

かし、管理不全の空家等となってしまうと、

物件の市場性が低下し、不動産としての有効

活用の機会を逸してしまうことも考えられ

ます。 

空家等及び跡地を地域資源と捉え、所有者

等の意向も踏まえて、利活用が可能な空家等

の流通や、地域コミュニティの維持・再生に

必要な機能展開を図るなど、地域課題の解決

や魅力向上につながる、まちづくりの一環と

しての空家等対策に取り組みます。 
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３ 具体的な取組 ４ 基本方針ごとの具体的な取組 

 

 

 

 

基本 

方針 
具体的な取組 

１．空家

化の予

防・空家

の活用

拡大 

１．空家化予防や利活用に関

する庁内連携体制の整

備・強化 ※ 

２．所有者等からの相談受

付、空家等の利活用に関

する支援 

３．相談窓口の案内、その他

の空家等対策に関する啓

発活動の実施・強化 

４．外部団体との連携体制の

整備・強化 

５．空家等にさせないための

啓発活動の実施・強化 

６．所有者不明空家等への財

産管理制度の活用 

７．空家等活用促進区域の検

討 

８．空家等管理活用支援法人

の検討 

９．空家等の流通や利活用を

支援する施策の検討 

１０．「マイホーム借上げ制

度」等の周知 

１１．セーフティネット住宅

の登録の促進 

１２．住宅バリアフリー・断

熱改修支援事業 ※ 

１３．住宅確保要配慮者への

居住支援 ※ 

１４．長期優良住宅の普及の

促進 

１５．木造住宅の耐震診断費

 

 

 

 

基本 

方針 

基本方針ごとの具体的な

取組 

１．空家

化の予

防 

１．空家化予防に対する庁内

連携体制の整備・強化 

２．業界団体など外部団体と

の空家化予防に対する連

携体制の整備・強化 

３．空家等にさせないための

啓発活動の実施・強化 

４．「マイホーム借上げ制

度」等の周知 

５．セーフティネット住宅の

登録の促進 

６．住宅バリアフリー化等支

援事業 

７．高齢者住宅に対する改造

資金の助成、整備資金の

貸付 

８．重度障害者住宅改造資金

の助成、心身障害者等住

宅整備資金の貸付 

９．住宅確保要配慮者への居

住支援 

１０．長期優良住宅の普及の

促進 

１１．木造住宅の耐震診断費

用の助成 

１２．木造住宅の耐震改修費

用の助成 

１３．危険コンクリートブロ

ック塀等の撤去費用の助

成 

１４．市民参加のまちづくり

支援事業 

※以下の具体的な取組の表について、番号が大きく変わるため、番号

の修正箇所の表記は省略いたします。 
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用の助成 

１６．木造住宅の耐震改修費

用の助成 

１７．木造住宅除却助成事業 

１８．危険コンクリートブロ

ック塀等の撤去費用の助

成 ※ 

１９．高齢者住宅に対する改

造資金の助成、整備資金

の貸付 ※ 

２０．重度障害者等住宅改造

費の助成、心身障害者等

住宅整備資金の貸付 ※ 

２１．市民参加のまちづくり

支援事業 ※ 

２．空家

の管理

の確保 

１．空家等のデータベースに

よる管理・活用 

２．管理が不適切な空家等に対

する庁内連携体制の整備・

強化 ※ 

３．所有者等からの相談受

付、適切な管理の促進及

び支援 

４．近隣住民等からの情報収

集・相談受付 

５．所有者等による適切な管

理への助言、情報提供 

６．困難事例を解消させる取

組 

７．管理不全空家等に対する

措置の実施 

８．外部団体との連携体制の

整備・強化 【再掲】 

９．適切な管理の促進等、空

家等対策に関する啓発活

動の実施・強化 

１０．空家等管理事業者の紹

介 

１１．空家等管理活用支援法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．空家

等の適

正管理

の促進 

１．空家等のデータベースに

よる管理 

２．所有者等からの相談受

付、適切な管理の促進及

び支援 

３．近隣住民等からの情報収

集・相談受付 

４．所有者等による適切な管

理への助言、情報提供 

５．所有者不明空家等への財

産管理制度の活用 

６．困難事例を解消させる取

組 

７．特定空家等に対する措置

の実施 

８．管理不全の空家等に対す

る庁内連携体制の整備・

強化 

９．外部団体との管理不全の

空家等を防止するための

連携体制の整備・強化 

１０．適切な管理の促進等、

空家等対策に関する啓発

活動の実施・強化 
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人の検討 【再掲】 

１２. 適正管理・除却への支

援など、空家等対策に資

する施策や手法の研究 

 

３．特定

空家の

除却等 

１．特定空家等に対する庁内

連携体制の整備・強化 

※ 

２．特定空家等に対する措置

の実施 

３．所有者不明空家等への財

産管理制度の活用 【再

掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※進捗管理及び評価の対象外 

 

１１．空家等管理事業者の紹

介 

１２. 適正管理・除却への支

援など、空家等対策に資

する施策や手法の研究 

３．空家

等の利

活用の

促進 

１．所有者等からの相談受

付、空家等の利活用に関

する支援 

２．利活用に関する庁内連携

体制の整備・強化 

３．外部団体との利活用にお

ける連携体制の整備・強

化 

４．相談窓口の案内、その他

の空家等対策に関する啓

発活動の実施・強化 

５．「マイホーム借上げ制

度」等の周知 【再掲】 

６．セーフティネット住宅の

登録の促進 【再掲】 

７．住宅確保要配慮者への居

住支援 【再掲】 

８．空き家バンクなど、空家

等の流通や利活用を支援

する施策の検討 

※当面の間は、太字下線の取組を優先す

るものとします。 

基本方針１．空家化の予防・空家の活用拡大 基本方針１．空家化の予防 

１－１ 空家化予防や利活用に関する庁内

連携体制の整備・強化（市民安全推進課） 

１－１ 空家化予防に対する庁内連携体制

の整備・強化（市民安全推進課） 

住居が空家となったとき、活用されずに

放置されてしまうことを防ぐためには、居

住しているときから、不動産を最終的にど

うするかを考えておく必要があります。高

齢になったときの不動産の扱いや、転居後

の家屋の取り扱い、相続時の対応などにつ

いて、広く市民に啓発するため、本市が作

成した「大切な人に伝えるノート」（エン

ディングノート）に所有不動産や将来の相

住居が空家となったとき、管理されずに

放置されてしまうことを防ぐためには、居

住しているときから、不動産を最終的にど

うするかを考えておく必要があります。高

齢になったときの不動産の扱いや、転居後

の家屋の取り扱い、相続時の対応などにつ

いて、広く市民に啓発するため、市が作成

した「大切な人に伝えるノート」（エンデ

ィングノート）に所有不動産や将来の相続
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続について考えてもらう項目を記載した

り、戸籍住民課や各出張所で死亡届や転居

届の提出の際、空家となる場合は管理を行

うよう啓発してまいりました。引き続き、

関係部署との情報の共有や調整を図るとと

もに、住宅改修への支援制度や再建築時に

おける要件等の情報提供など、利活用を望

む所有者等への支援を行うため、庁内連携

体制の整備・強化に努めます。また、空家

等対策の強化に必要な人員や予算の確保を

行い、実効性のある組織体制を構築してい

きます。 

について考えてもらう項目を記載したり、

戸籍住民課や各出張所で死亡届や転居届の

提出の際、空家となる場合は管理を行うよ

う啓発したりしてきました。引き続き、関

係部署との情報の共有や調整を図るなど、

庁内連携体制の整備・強化に努めます。 

１－７ 空家等活用促進区域の検討（市民

安全推進課） 

 

市が空家の活用指針を明示して区域を設

定し、建築基準法や都市計画法などの許認

可等を合理化・円滑化する空家等活用促進

区域について、本市における有効性や設定

された地域への影響など、様々な観点から

研究し、関係各課と慎重に検討を進めます。 

 

１－８ 空家等管理活用支援法人の検討

（市民安全推進課） 

 

NPO法人や社団法人等を市が指定し、空

家等の活用や管理といった業務を依頼する

空家等管理活用支援法人について、現在協

力いただいている各団体の意向を踏まえ、

制度の活用を検討します。 

 

１－１７ 木造住宅除却助成事業（建築指

導課） 

 

住宅倒壊による被害を未然に防ぐため、

一定の要件を満たす木造住宅の除却を行う

場合に、その費用の一部を助成します。 
【定量的指標】 助成件数 

 

 

 

 

 

基本方針２．空家の管理の確保 基本方針２．空家等の適正管理の促進 

２－１ 空家等のデータベースによる管

理・活用（市民安全推進課） 

２－１ 空家等のデータベースによる管理

（市民安全推進課） 

本市では実態調査で把握した空家等や、

近隣住民や町会等から相談の寄せられた空

家の所在や現況、相談等の記録や所有者に

関する情報など、データベースを使用し、

市では実態調査で把握した空家等や、近

隣住民や町会等から相談の寄せられた空家

の所在や現況、相談等の記録や所有者に関

する情報など、データベースを活用し、一
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一元的に管理しています。引き続き、情報

を集約することで、効果的な空家等への対

応を行うとともに、蓄積した空家等のデー

タを活用し、市内の空家分布等を様々なデ

ータと重ね合わせて分析することで、空家

等対策のより効果的な実施を図ります。 

元的に管理しています。引き続き、情報を

集約することで、効果的な空家等への対応

を行います。 

 

２－２ 管理が不適切な空家等に対する庁

内連携体制の整備・強化（市民安全推進課） 

２－８ 管理不全の空家等に対する庁内連

携体制の整備・強化（市民安全推進課） 

空家等が管理されないことによる影響が

市道などの公共物に生じた場合や、敷地に

作られたスズメバチの巣の駆除など、関係

部署間で連携し、対応を行ってきました。

引き続き、関係部署と連携し、空家等対策

に限らず、所有者等へ様々な支援を行う体

制を整備・強化するとともに、建物のない

空き地の相談などの課題についても、関係

部署と連携し、どのような対応が可能か検

討していきます。 

また、空家等対策の強化に必要な人員や

予算の確保を行い、実効性のある組織体制

を構築していきます。 

空家等が管理されないことによる影響が

市道などの公共物に生じた場合や、敷地に

作られたスズメバチの巣の駆除など、関係

部署間で連携し、対応を行ってきました。

引き続き、関係部署と連携し、空家等対策

に限らず、所有者等へ様々な支援を行う体

制を整備・強化します。 

 

２－７ 管理不全空家等に対する措置の実

施（市民安全推進課） 

 

所有者等に対して改善を促したにも関わ

らず、適切な管理が行われず空家等の状況

が改善しない場合で、建築物そのものの物

的状態から、危険度や切迫性が極めて高い

と思われる空家等については、所有者等に

よる対応を継続して促すとともに、「船橋

市管理不全空家等及び特定空家等認定基

準」により建築物そのものの不良度等を判

定します。 

判定の結果、特定空家等には至らないと

判断した場合については、特定空家等とな

ることを未然に防止するため、管理不全空

家等と認定し、指導及び勧告の法的措置を

段階的に進めていきます。 

 

※管理不全空家等に対する措置の基本的な

流れ 
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【定量的指標】 管理不全空家等認定件数 

空家法第１３条に基づく行

政指導の実施件数 
 

 

 

 

 

 

 

 

２－１０ 空家等管理事業者の紹介（市民

安全推進課） 

２－１１ 空家等管理事業者の紹介【優先】

（市民安全推進課） 

空家等の所有者等が自身で管理を行うこ

とが困難な場合、草木の繁茂への対応につ

いては船橋造園協同組合と協定を締結し、

また、そのほかについても解体工事業者や

廃棄物処理業者など、空家等管理に係る事

業者を紹介してきました。引き続き所有者

等と管理事業者をつなげるとともに、空家

等管理活用支援法人について検討を行い、

所有者等による空家等の適切な管理を促進

します。 

空家等の所有者等が自身で管理を行うこ

とが困難な場合、草木の繁茂への対応につ

いては船橋造園協同組合と協定を締結し、

また、そのほかについても解体工事業者や

廃棄物処理業者など、空家等管理に係る事

業者を紹介してきました。引き続き所有者

等と管理事業者をつなげるとともに、より

多くの事業者を紹介できるよう、空家等管

理事業者の登録制度等を検討します。 

２－１１ 空家等管理活用支援法人の検討 

【再掲】（市民安全推進課） 

 

NPO法人や社団法人等を市が指定し、空

家等の活用や管理といった業務を依頼する

空家等管理活用支援法人について、現在協

力いただいている各団体の意向を踏まえ、

制度の活用を検討します。 

 

基本方針３．特定空家の除却等 基本方針３．空家等の利活用の促進 

３－１ 特定空家等に対する庁内連携体制

の整備・強化（市民安全推進課） 

 

特定空家等の認定や指導等については、

関係部署が構成員となる船橋市特定空家等

に対する措置等審査会を開催し、危険の切

迫性や周辺への悪影響の程度などを総合的

に判断し、対応を進めてまいります。また、

空家等対策の強化に必要な人員や予算の確

保を行い、実効性のある組織体制を構築し

ていきます。 

 

４ 空家等に関する対策の実施体制 ５ 空家等に関する対策の実施体制 

(1)及び（2） （略） (1)及び（2） （略） 

(3) 空家等対策における措置の基本的な (3) 空家等対策における措置の基本的な

管理不全
空家等

として認定
指導 勧告

空家等の
実態調査

法第9条 法第13条第1項 法第13条第2項

所有者全員の特定

特定空家等の候補として立入調査の実施

固定資産税・都市計画税の

住宅用地特例からの除外
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流れ 流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 具体的な取組状況の評価方法等  

取組状況の効果的な検証及び評価を行う

ため、令和８（２０２６）年４月の本計画

中間見直し以降、以下のとおり進捗管理等

を行います。 

 

進捗管理や評価の対象  

空家等対策のための取組や、空家等対策

に繋がる取組について、進捗管理や評価の

対象とし、空家等対策には副次的効果とし

て寄与する取組や、毎年度評価することが

難しい取組については進捗管理や評価の対

象外とします。 

 

進捗管理や評価の方法  

対象とする取組について、進捗管理のみ

毎年度行うこととし、本計画期間の終期に、

次期計画の策定に向けた方向性を示すため

の評価を行います。 

 

  

 

 

 

空家等が管理不全の状態であると認められる場合

市民等からの情報提供

空家等の現地確認

　命令（法14条３項）
　※標識の設置・命令した旨の公示

　代執行（法14条９項）
　※費用は所有者等負担、強制徴収可

適切な管理の依頼・情報提供（法12条）

空家等の実態調査（法９条）
※所有者等の特定、所有者等の事情の把握、特定空家等認定準備など

特定空家等として認定 財産管理人の選任

　助言・指導（法14条１項）

　勧告（法14条２項）
　※固定資産税・都市計画税の
　　住宅用地特例からの除外

所有者等が判明している

所有者等が不明

所有者等の反応なし 所有者等が判明

特に必要があると認めるとき

改善されないと認めるとき

命令された措置を履行しないとき

危険度や切迫性が極めて高い 所有者等が不明庁

内

関

係

部

局

等

と

の

協

議

・

連

携

空家等の実態調査（法第９条）
※所有者等の特定、所有者等の事情の把握、特定空家等認定準備など

空家等が管理不全の状態であると認められる場合

適切な管理の依頼・情報提供（法第12条）

市民等からの情報提供

空家等の現地確認

　代執行（法第22条第９項）
　※費用は所有者等負担、強制徴収可

　勧告（法第22条第２項）
　※固定資産税・都市計画税の
　　住宅用地特例からの除外

　命令（法第22条第３項）
　※標識の設置・命令した旨の公示

　助言・指導（法第22条第１項）

特定空家等として認定 　管理不全空家等として認定

　指導（法第13条第１項）

　勧告（法第13条第２項）
　※固定資産税・都市計画税の
　　住宅用地特例からの除外

財産管理人の選任

所有者等が判明している

所有者等が不明

所有者等の反応なし 所有者等が判明

特に必要があると認めるとき

危険度や切迫性が極めて高い

改善されないと認めるとき

命令された措置を履行しないとき

危険度や切迫性が高い庁

内

関

係

部

局

等

と

の

協

議

・

連

携

改善されないと認めるとき

所有者等が不明


